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(57)【要約】
【課題】高精度な分光測定が可能な光学装置を提供する
。
【解決手段】光学装置１は、テレセントリック光学系３
１と、波長可変干渉フィルター５と、検出部３２と、を
備え、波長可変干渉フィルター５は、第一基板５１と、
可動部、および保持部を備えた第二基板５２と、第一基
板５１に設けられた第一反射膜５６と、可動部に設けら
れた第二反射膜５７と、可動部を変位させる静電アクチ
ュエーターと、を備え、第一反射膜５６および第二反射
膜５７には、可動部の変位量が最大となった際に、測定
中心波長を中心に予め設定された許容値以内となる波長
の光を透過可能な測定有効領域Ｇが設定され、テレセン
トリック光学系３１は、入射光の主光線が平行、かつ第
一反射膜に対して垂直となるように、入射光を前記波長
可変干渉フィルターに導くとともに、測定有効領域Ｇ内
に入射光を集光させる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射光のうち、多重干渉により強め合った光を透過させる波長可変干渉フィルターと、
　前記波長可変干渉フィルターに前記入射光を導くテレセントリック光学系と、
　前記波長可変干渉フィルターを透過した光を検出する検出部と、を具備し、
　前記波長可変干渉フィルターは、
　第一基板と、
　前記第一基板に対向し、可動部、および前記可動部の外周を保持して前記可動部を前記
第一基板に対して進退移動可能に保持する保持部を備えた第二基板と、
　前記第一基板に設けられた第一反射膜と、
　前記可動部に設けられ、前記第一反射膜とギャップを介して対向する第二反射膜と、
　前記可動部を変位させて前記ギャップの寸法を変化させるギャップ可変部と、
　を備え、
　前記第一反射膜および前記第二反射膜には、前記ギャップ可変部により前記可動部の変
位量が最大となった際に、測定中心波長を中心に、予め設定された許容値以内となる波長
の光を透過可能な測定有効領域が設定され、
　前記テレセントリック光学系により、前記入射光の主光線が前記第一反射膜の面または
前記第二反射膜の面に対して垂直に導かれ、前記測定有効領域内に前記入射光を集光させ
る
　ことを特徴とする光学装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の光学装置において、
　前記測定有効領域は、前記ギャップ可変部により前記可動部の変位量が最大変位量に設
定された際に、前記可動部の中心軸上に沿った前記ギャップの寸法と、前記測定有効領域
の外周縁に対向する前記ギャップの寸法との差分値が、前記許容値の半値以下となる領域
である
　ことを特徴とする光学装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の光学装置において、
　前記波長可変干渉フィルターおよび前記検出部の間に、前記波長可変干渉フィルターを
透過した透過光を拡大する拡大レンズ系が設けられた
　ことを特徴とする光学装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の光学装置において、
　前記テレセントリック光学系と前記波長可変干渉フィルターの間に、前記テレセントリ
ック光学系から前記波長可変干渉フィルターに向かう光を透過させ、前記波長可変干渉フ
ィルターから前記テレセントリック光学系に向かう光を吸収する第一円偏光板が設けられ
た
　ことを特徴とする光学装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の光学装置において、
　前記波長可変干渉フィルターおよび前記検出部の間に、前記波長可変干渉フィルターか
ら前記検出部に向かう光を透過させ、前記検出部から前記波長可変干渉フィルターに向か
う光を吸収する第二円偏光板が設けられた
　ことを特徴とする光学装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　入射光から所定の波長の光を取り出す波長可変干渉フィルターを備えた光学装置に関す
る。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、一対の反射膜を互いに対向させ、入射光のうち一対の反射膜により多重干渉され
て強め合った所定波長の光のみを透過または反射させる干渉フィルターが知られており、
このような干渉フィルターを透過した光をイメージセンサーで撮像する光学装置が知られ
ている（例えば、特許文献１参照）。
　この特許文献１に記載の光学装置は、入射光を対物レンズにより、対象物からの光を平
行化し、平行化された光を波長可変干渉フィルターに垂直に入射させ、波長可変干渉フィ
ルターを透過した光をイメージセンサーで受光して撮像する装置である。
【０００３】
　このような光学装置において、目的波長の光をイメージセンサーで受光するためには、
波長可変干渉フィルターの分解能を向上させる必要がある。このような波長可変干渉フィ
ルターとして、例えば特許文献２に示すようなフィルターがある。
　この特許文献２に記載の波長可変干渉フィルターは、一対の基板を互いに対向させ、こ
のうち一方の基板には、可動部と、可動部を他方の基板に対して進退移動可能に保持する
ダイヤフラムとが設けられている。そして、この可動部に一対の反射膜のうちの一方の反
射膜を形成し、可動部が設けられない他方の基板に、可動部の反射膜に対向する他方の反
射膜が形成されている。このような光学フィルター装置では、可動部を進退させることで
、一対の反射膜の間のギャップ寸法を変動させることができ、ギャップ寸法に応じた光を
取り出すことができるとともに、ダイヤフラムに対して可動部の撓み量が小さくなるため
、可動部に設けられた反射膜の撓みも抑えることが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１６２０４３号公報
【特許文献２】特開２００９－２５１１０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記特許文献２では、可動部がダイヤフラムよりも厚み寸法が大きく形成さ
れているため、可動部を変位させた場合でも、ダイヤフラムの撓み量に対して可動部の撓
み量を小さくすることができる。しかしながら、実際には、可動部にも撓みが生じており
、その撓み量は、可動部の中心部では小さく、中心から可動部の外周部に向かうに従って
大きくなる。また、この撓み量は、波長可変干渉フィルターのサイズにも左右され、例え
ば波長可変干渉フィルターのサイズが大きい場合、可動部の歪み量も大きくなる。したが
って、この可動部上に設けられた反射膜にも撓みが生じ、一対の反射膜間のギャップ寸法
が均一とならないため、分解能が低下してしまう。
【０００６】
　したがって、特許文献１に記載の光学装置において、上記のような波長可変干渉フィル
ターを用いる場合、波長可変干渉フィルターでの分解能の低下により、測定精度が悪化す
るという問題がある。また、光学装置において、イメージセンサーのサイズを大きくする
ことで、より高解像度な画像を取得することができるが、この場合、波長可変干渉フィル
ターのサイズも大きくする必要がある。しかしながら、上述のように、波長可変干渉フィ
ルターのサイズを大きくすると、可動部の撓み量が増大して分解能が低下し、測定精度が
悪化するという問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記のような問題に鑑みて、高精度な分光測定が可能な光学装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明の光学装置は、入射光のうち、多重干渉により強め合った光を透過させる波長可
変干渉フィルターと、前記波長可変干渉フィルターに前記入射光を導くテレセントリック
光学系と、前記波長可変干渉フィルターを透過した光を検出する検出部と、を具備し、前
記波長可変干渉フィルターは、第一基板と、前記第一基板に対向し、可動部、および前記
可動部の外周を保持して前記可動部を前記第一基板に対して進退移動可能に保持する保持
部を備えた第二基板と、前記第一基板に設けられた第一反射膜と、前記可動部に設けられ
、前記第一反射膜とギャップを介して対向する第二反射膜と、前記可動部を変位させて前
記ギャップの寸法を変化させるギャップ可変部と、を備え、前記第一反射膜および前記第
二反射膜には、前記ギャップ可変部により前記可動部の変位量が最大となった際に、測定
中心波長を中心に、予め設定された許容値以内となる波長の光を透過可能な測定有効領域
が設定され、前記テレセントリック光学系により、前記入射光の主光線が前記第一反射膜
の面または前記第二反射膜の面に対して垂直に導かれ、前記測定有効領域内に前記入射光
を集光させることを特徴とする。
【０００９】
　この発明では、テレセントリック光学系が像側テレセントリック光学系であり、テレセ
ントリック光学系から射出された光の主光線が光軸に対して平行で、波長可変干渉フィル
ターに対して直交するように導光される。さらに、このテレセントリック光学系は、前記
主光線が、波長可変干渉フィルターの第一反射膜および第二反射膜により形成されるギャ
ップ領域のうち、測定有効領域内に集光されるように、光を集光する。なお、テレセント
リック光学系とは主光線が焦点を通るように配列された光学系をいい、主光線が光軸に対
して平行、つまり画角が０度となる光学系である。また、像側テレセントリック光学系と
は、像側で主光線と光軸に対して平行となる光学系である。
　ここで、測定有効領域は、波長可変干渉フィルターの分解能の低下の許容範囲に抑えら
れる領域である。つまり、第一反射膜および第二反射膜の間のギャップ領域のうち、この
測定有効領域内で多重干渉されて透過された光は、測定中心波長を中心とした許容波長域
内の光となる。
　したがって、テレセントリック光学系により、波長可変干渉フィルターの測定有効領域
に主光線を集光させることで、入射光から精度よく測定中心波長を中心とした波長域内の
光を取り出して、検出部で受光させることができる。これにより、例えば平行光を波長可
変干渉フィルターに入射させて、ギャップ領域における測定有効領域外をも用いて光を取
り出す場合に比べて、波長可変干渉フィルターでの分解能の低下を抑制でき、光学装置に
おいて高精度な分光測定を実施することができる。
【００１０】
　本発明の光学装置では、前記測定有効領域は、前記ギャップ可変部により前記可動部の
変位量が最大変位量に設定された際に、前記可動部の中心軸上に沿った前記ギャップの寸
法と、前記測定有効領域の外周縁に対向する前記ギャップの寸法との差分値が、前記許容
値の半値以下となる領域であることが好ましい。
【００１１】
　この発明では、ギャップ可変部により可動部を最大変位量だけ変位させた状態で、可動
部の中心軸上に対応したギャップ寸法と、測定有効領域の外周縁に対応したギャップ寸法
との差をｘとし、許容値をλ０とした場合、ｘ＝λ０／２の関係を満たす領域内を測定有
効領域としている。
　つまり、波長可変干渉フィルターでは、ギャップの寸法ｄと、透過波長λとは、空気の
屈折率を１として、ｄ＝λ／２として表される。したがって、可動部の中心軸上のギャッ
プ寸法をｄ１、測定有効領域の外周縁に対応するギャップ寸法をｄ２とすると、可動部の
中心軸を透過する光の波長（測定中心波長）は、λ１＝２ｄ１となり、測定有効領域の外
周縁を透過する光の波長は、λ２＝２ｄ２＝２（ｄ１＋ｘ）＝２（λ１／２＋ｘ）となる
。
　ここで、測定中心波長λ１を中心として許容値λ０以内となる波長域は、λ１－λ０か
らλ１＋λ０の範囲となる。可動部が第一基板に向かって撓む場合、ギャップ寸法がｄ１
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より小さくなることはないので、測定有効領域の外周縁を透過した透過光の波長λ２（＝
２（λ１／２＋ｘ））がλ１＋λ０以下であれば、測定有効領域を透過する透過光が、測
定中心波長λ１を中心とした許容値λ０以内の光となる。すなわち、テレセントリック光
学系により、ｘ≦λ０／２となる測定有効領域に入射光を集光させることで、測定中心波
長λ１から許容波長λ０以内の光を検出部にて検出させることが可能となる。
【００１２】
　本発明の光学装置では、前記波長可変干渉フィルターおよび前記検出部の間に、前記波
長可変干渉フィルターを透過した透過光を拡大する拡大レンズ系が設けられたことが好ま
しい。
【００１３】
　この発明では、テレセントリック光学系により入射光を集光させる構成であるため、波
長可変干渉フィルターのサイズの小型化に貢献することができる。これに加え、拡大レン
ズ系が設けられることで、波長可変干渉フィルターから透過した透過光を拡大して検出部
に向かって射出することができる。このような構成では、波長可変干渉フィルターのサイ
ズを大型化することなく、検出部のサイズのみを大きくすることができ、検出精度をより
向上させることができる。
【００１４】
　本発明の光学装置では、前記テレセントリック光学系と前記波長可変干渉フィルターの
間に、前記テレセントリック光学系から前記波長可変干渉フィルターに向かう光を透過さ
せ、前記波長可変干渉フィルターから前記テレセントリック光学系に向かう光を吸収する
第一円偏光板が設けられたことが好ましい。
【００１５】
　この発明では、波長可変干渉フィルターとテレセントリック光学系との間に第一円偏光
板が設けられている。
　一般に、波長可変干渉フィルターでは、第一反射膜および第二反射膜の間で多重干渉さ
れて強め合った光が検出部側に透過されるが、透過しなかった光の成分はほぼ入射側に反
射される。このような反射成分がテレセントリック光学系に戻ると、レンズ内およびレン
ズ間で反射し、ゴーストやフレアなどの原因となり、検出部での検出精度が低下する。
　これに対して、本発明では、第一円偏光板により、波長可変干渉フィルターで反射され
た光が、テレセントリック光学系に戻るのを防止で、ゴーストやモアレの発生を抑え、検
出部での検出精度を向上させることができる。
【００１６】
　本発明の光学装置では、前記波長可変干渉フィルターおよび前記検出部の間に、前記波
長可変干渉フィルターから前記検出部に向かう光を透過させ、前記検出部から前記波長可
変干渉フィルターに向かう光を吸収する第二円偏光板が設けられたことが好ましい。
【００１７】
　この発明では、波長可変干渉フィルターと、検出部との間に第二円偏光板が設けられて
おり、検出部で反射された光が波長可変干渉フィルターに戻り、さらに正反射して検出部
に戻る不都合を防止することができる。
　また、第一円偏光板と第二円偏光板との双方を用いてもよく、この場合、第一円偏光板
の直線偏光板の偏光方向と、第二円偏光板の直線偏光板の偏光方向とを揃える。これによ
り、波長可変干渉フィルターで反射された光のテレセントリック光学系への戻り、検出部
で反射された光の波長可変干渉フィルターを経て検出部への戻りをそれぞれ防止すること
ができ、より検出精度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る第一実施形態の光学装置の概略構成を示す図である。
【図２】第一実施形態の波長可変干渉フィルターの概略構成を示す断面図である。
【図３】第一電極および第二電極の間に電極が印可され、可動部が第一基板側に最大量撓
んだ状態で、図２において二点鎖線Ａの部分を拡大した拡大図である。
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【図４】第一実施形態の光学装置において、テレセントリック光学系により導光された光
束の光路を示す図である。
【図５】テレセントリック光学系から射出された光束の光線形状の概略を示した図である
。
【図６】主光線の傾きに対する、波長可変干渉フィルターを透過した透過光のピーク波長
変動量を示す図である。
【図７】第二実施形態の光学装置のテレセントリック光学系により導光された光束の光路
を示す図である。
【図８】第三実施形態の光学装置のテレセントリック光学系により導光された光束の光路
を示す図である。
【図９】第四実施形態の光学装置のテレセントリック光学系により導光された光束の光路
を示す図である。
【図１０】テレセントリック光学系の他の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
[第一実施形態]
　以下、本発明に係る第一実施形態について、図面に基づいて説明する。
　〔１．光学装置の全体構成〕
　図１は、本発明に係る実施形態の光学装置１の概略構成を示す図である。
　この光学装置１は、図１に示すように、光センサー３と、制御装置４と、を備えている
。そして、この光学装置１は、分光カメラ装置であり、測定対象２の像を検出部３２で撮
像し、分光された光量分布特性を測定する装置である。
【００２０】
　〔２．光センサーの構成〕
　光センサー３は、図１に示すように、波長可変干渉フィルター５と、波長可変干渉フィ
ルター５に光を導くテレセントリック光学系３１と、波長可変干渉フィルター５を透過し
た光を受光する検出部３２と、波長可変干渉フィルター５で透過させる光の波長を可変す
る電圧制御回路３３と、を備えている。
【００２１】
　（２－１．波長可変干渉フィルターの構成）
　図２は、波長可変干渉フィルターの概略構成を示す断面図である。
　波長可変干渉フィルター５は、図２に示すように、第一基板５１、および第二基板５２
を備えている。これらの２枚の基板５１，５２は、それぞれ例えば、ソーダガラス、結晶
性ガラス、石英ガラス、鉛ガラス、カリウムガラス、ホウケイ酸ガラス、無アルカリガラ
スなどの各種ガラスや、水晶など、可視光域の光を透過可能な素材により形成されている
。そして、これらの２つの基板５１，５２は、外周縁に沿って形成される接合面５１３，
５２３同士が、例えばシロキサンを主成分とするプラズマ重合膜５３により接合されるこ
とで、一体的に構成されている。
【００２２】
　また、第一基板５１と、第二基板５２との間には、第一反射膜５６および第二反射膜５
７が設けられる。ここで、第一反射膜５６は、第一基板５１の第二基板５２に対向する面
に固定され、第二反射膜５７は、第二基板５２の第一基板５１に対向する面に固定されて
いる。また、これらの第一反射膜５６および第二反射膜５７は、ギャップを介して対向配
置されている。ここで、第一反射膜５６および第二反射膜５７により挟まれる空間をギャ
ップ領域と称す。そして、波長可変干渉フィルター５は、このギャップ領域で入射光を多
重干渉させ、互いに強め合った光を透過させる。
【００２３】
　さらに、第一基板５１と第二基板５２との間には、ギャップの寸法を調整するための、
本発明のギャップ可変部である静電アクチュエーター５４が設けられている。この静電ア
クチュエーター５４は、第一基板５１に設けられる第一電極５４１と、第二基板５２に設
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けられる第二電極５４２とにより構成されている。
【００２４】
　　（２－１－１．第一基板の構成）
　第一基板５１は、第二基板５２に対向する対向面に、電極溝５１１およびミラー固定部
５１２が、エッチングにより形成されている。
　電極溝５１１は、図示は省略するが、基板厚み方向から第一基板５１を見たフィルター
平面視において、平面中心点を中心とするリング形状に形成されている。
　ミラー固定部５１２は、電極溝５１１と同軸上で、第二基板５２に向かって突出する円
筒状に形成されている。
【００２５】
　電極溝５１１の溝底面には、静電アクチュエーター５４を構成するリング状の第一電極
５４１が形成されている。また、この第一電極５４１は、配線溝に沿って延出される第一
電極線（図示略）が、第一基板５１の外周部に向かって形成されている。そして、この第
一電極線の先端が電圧制御回路３３に接続されている。
【００２６】
　また、ミラー固定部５１２の第二基板５２に対向する面には、第一反射膜５６が固定さ
れている。この第一反射膜５６は、例えばＳｉＯ２、ＴｉＯ２を積層することで構成され
た誘電体多層膜であってもよく、Ａｇ合金などの金属膜により構成されるものであっても
よい。また、誘電体多層膜と金属膜との双方が積層された構成であってもよい。
【００２７】
　そして、第一基板５１の電極溝５１１の外方には、第一接合面５１３が形成されている
。この第一接合面５１３には、上述したように、第一基板５１および第二基板５２を接合
するプラズマ重合膜５３が形成されている。
【００２８】
　　（２－１－２．第二基板の構成）
　第二基板５２は、第一基板５１に対向しない面がエッチングにより加工されることで、
形成される。この第二基板５２は、基板中心点を中心とした円形筒状の可動部５２１と、
可動部５２１と同軸であり可動部５２１を保持する保持部５２２と、を備えている。ここ
で、この保持部５２２の外周径寸法は、第一基板５１の電極溝５１１の外周径寸法と同一
寸法に形成されている。
【００２９】
　可動部５２１は、撓みを防止するために、保持部５２２よりも厚み寸法が大きく形成さ
れている。
　保持部５２２は、可動部５２１の周囲を囲うダイヤフラムであり、例えば厚み寸法が５
０μｍに形成されている。なお、本実施形態では、ダイヤフラム状の保持部５２２を例示
するが、例えば、可動部の中心に対して点対象となる位置に設けられる複数対の梁構造を
有する保持部が設けられる構成などとしてもよい。
【００３０】
　保持部５２２の第一基板５１に対向する面には、第一電極５４１に所定の間隔をあけて
対向する、リング状の第二電極５４２が形成されている。ここで、上述したように、この
第二電極５４２および前述した第一電極５４１により、静電アクチュエーター５４が構成
される。
　また、第二電極５４２の外周縁の一部からは、第二基板５２の外周部に向かって、第二
電極線（図示略）が形成され、この第二電極線の先端が、電圧制御回路３３に接続される
。
【００３１】
　可動部５２１の第一基板５１に対向する面には、ギャップを介して第一反射膜５６に対
向する第二反射膜５７が形成されている。なお、第二反射膜５７の構成は、第一反射膜５
６と同一であるため、ここでの説明は省略する。
【００３２】
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　　（２－１－３．電圧印可時の波長可変干渉フィルターの動作と測定有効領域）
　図３は、第一電極５４１および第二電極５４２の間に電極が印可され、可動部５２１が
第一基板５１側に撓んだ状態での、図２の二点鎖線部分Ａを拡大した拡大図である。
　図２に示す初期状態において、電圧制御回路３３から、第一電極５４１および第二電極
５４２間に駆動電圧が印可されると、第二基板５２の可動部５２１は、図３に示すように
、静電引力により、第一基板５１側に変位する。
【００３３】
　この時、可動部５２１は、ダイヤフラム状の保持部５２２に対して厚み寸法が大きく形
成されているので、撓みにくい形状となっているが、実際には、保持部５２２の撓みによ
り微小量の撓みが発生する。ここで、可動部５２１の撓み量は、可動部５２１の中心軸Ｏ
から距離が離れるに従って大きくなる。したがって、可動部５２１の外周部では、可動部
５２１上に形成された第二反射膜５７と、対向する第一反射膜５６との間のギャップ寸法
も増大してしまう。この場合、ギャップ領域のうち、可動部５２１の中心軸Ｏ上を透過し
た光のピーク波長と、ギャップ領域の外周部を透過した光のピーク波長とにずれが生じ、
波長可変干渉フィルター５の分解能が低下してしまう。
【００３４】
　検出部３２での検出精度を向上させるためには、上記のようなピーク波長のずれを、予
め設定された許容値以内に抑える必要がある。本発明では、ギャップ領域のうち、ピーク
波長のずれを許容値以内に抑えることができる領域を測定有効領域Ｇとし、テレセントリ
ック光学系３１により、この測定有効領域Ｇ（図２、図３において、第一反射膜５６およ
び第二反射膜５７の面の一点鎖線で挟まれた領域）内に入射光を集光させる。これにより
、測定有効領域Ｇ内を透過した光のみを検出部３２で検出させる。
【００３５】
　ここで、測定有効領域Ｇは、可動部５２１の中心軸Ｏ上を透過する光の測定中心波長λ

１を中心として許容値λ０以内の波長の光を透過可能な領域であるとした場合、可動部５
２１を第一基板５１側に最大変位させた状態で、可動部５２１の厚み方向の撓み量がλ０

／２以下となる領域となる。つまり、可動部５２１の中心軸Ｏ上のギャップ寸法をｄ１、
測定有効領域Ｇの外周縁におけるギャップ寸法をｄ２とすると、下記式（１）が成立する
。
【００３６】
　[数１]
　ｄ２－ｄ１＝λ０／２　　…（１）
【００３７】
　また、許容値λ０としては、光学装置１の用途により適宜設定されるが、例えば一般的
なイメージセンサーとして可視光域の分光スペクトル分布を測定する場合では、許容値を
５ｎｍ以内に設定することが好ましく、赤外光を用いる場合では、許容値を１０ｎｍ以内
に設定することが好ましい。したがって、波長可変干渉フィルター５では、可動部５２１
を最大変位させた際に、２．５～５ｎｍ以下の撓み量となる領域を測定有効領域Ｇとして
設定することが好ましい。
【００３８】
　（２－２．テレセントリック光学系の構成）
　テレセントリック光学系３１は、測定対象２からの入射光を波長可変干渉フィルター５
に導く光学系であり、複数のレンズ等の光学部品により構成されている。
　図４は、テレセントリック光学系３１により導光された光束の光路を示す図である。図
５は、テレセントリック光学系３１から射出された光束の光線形状の概略を示した図であ
る。
【００３９】
　テレセントリック光学系３１は、光学装置１により撮像可能な範囲（画角）から入射さ
れた光を、複数のレンズを通して波長可変干渉フィルター５に導光する。ここで、テレセ
ントリック光学系３１は、対象物側から光学装置１に入射した光を、図５に示すようなコ
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ーン型の光束に変換する。また、このテレセントリック光学系３１は、射出された光の主
光線が光軸に平行で、かつ波長可変干渉フィルター５の第一基板５１（第一反射膜５６）
に対して直交するように射出する。さらに、テレセントリック光学系３１は、撮像可能な
画角範囲内に入射した光が、波長可変干渉フィルター５の測定有効領域Ｇ内に集光される
ように導光する。
【００４０】
　なお、ここで述べる直交とは、波長可変干渉フィルター５を透過した透過光のピーク波
長にずれが生じない程度の角度であればよい。図６は、主光線の傾きに対する、波長可変
干渉フィルターを透過した透過光のピーク波長変動量を示す図である。図６において、波
長可変干渉フィルターに入射するコーン型の光束の片側勾配は、図５に示すように５度に
設定されているものとする。
　図６に示すように、波長可変干渉フィルター５から透過された透過光のピーク波長は、
入射角度の変動量が大きくなるにしたがって、大きく変化する。また、波長が大きくなる
に従って、ピーク波長の変動量も増大する。したがって、テレセントリック光学系３１の
レンズ設計においては、波長可変干渉フィルター５により透過させたい波長域に対して、
どの程度のピーク波長の変動量を許容できるかにより、適宜設定されればよい。
　例えば、１１００ｎｍの光を波長可変干渉フィルター５に入射させる場合、入射角度が
２．７度ずれることで、ピーク波長が１ｎｍ変動してしまう。したがって、１１００ｎｍ
以下の波長域に対して波長可変干渉フィルター５により分光させる際、主光線の入射角度
によるピーク波長の変動量を１ｎｍ以下に抑えたい場合では、テレセントリック光学系３
１から射出された光束の主光線の傾きを２．７度以内に抑える必要がある。
【００４１】
　（２－３．検出部の構成）
　図１に戻り、検出部３２は、テレセントリック光学系３１の焦点面に設けられており、
画角内の像の画像光がテレセントリック光学系３１により導光され、検出部３２において
結像されて、撮像される。
　この検出部３２は、アレイ状に配列される複数の検出素子（図示略）を備えている。こ
れらの検出素子は、例えばＣＣＤ（Charge Coupled Device）素子などの、光電交換素子
により構成されており、受光した光の光量に応じた電気信号を生成して制御装置４に出力
する。この検出部３２は、テレセントリック光学系３１の焦点面に設けられている。
【００４２】
　（２－４．電圧制御回路の構成）
　電圧制御回路３３は、制御装置４の制御により、静電アクチュエーター５４の第一電極
５４１および第二電極５４２に印加する電圧を制御する。
【００４３】
　〔３．制御装置の構成〕
　制御装置４は、光学装置１の全体動作を制御する。
　この制御装置４は、記憶部４１やＣＰＵ（Central Processing Unit）４２等により構
成されるコンピューターであり、例えば汎用パーソナルコンピューターや、携帯情報端末
、その他、測定専用コンピューターなどを用いることができる。
　そして、制御装置４は、ＣＰＵ４２上で実行されるソフトウェアとして、駆動制御部４
２１と、光量取得部４２２と、強度分布測定部４２３とを備えている。
【００４４】
　記憶部４１は、ＣＰＵ４２上で実施する各種プログラムや、各種データが記憶されてい
る。また、記憶部４１は、静電アクチュエーター５４に印加する駆動電圧に対する検出部
３２で検出される透過光の波長を示す相関データを記憶している。
【００４５】
　次に、ＣＰＵ４２上で実行される各ソフトウェアである駆動制御部４２１、光量取得部
４２２、および強度分布測定部４２３について説明する。
【００４６】
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　駆動制御部４２１は、記憶部４１に記憶された相関データに基づいて、検出部３２で測
定対象光を受光可能な電圧値（入力値）を取得し、取得した電圧値を電圧制御回路３３に
出力して、波長可変干渉フィルター５のギャップの間隔を変動させる。
　光量取得部４２２は、検出部３２の各検出素子で検出された受光量を取得する。取得し
た受光量は、検出素子の位置データに関連付けて記憶部４１に記憶される。
　強度分布測定部４２３は、光量取得部４２２により取得された、各検出素子で検出され
た測定対象光の光量に基づいて、光強度分布図を作成する。
　例えば、強度分布測定部４２３は、各検出素子の座標位置に対応した画素を有する光強
度分布図を作成し、各画素に対応する検出素子での受光量に応じて、各画素の色や、濃淡
等を設定する。
【００４７】
　（第一実施形態の作用効果）
　上述したような第一実施形態の光学装置１では、入射光を波長可変干渉フィルター５に
導くテレセントリック光学系３１と、波長可変干渉フィルター５と、検出部３２とを備え
ている。そして、テレセントリック光学系３１は、像側テレセントリック光学系であり、
主光線が光軸に平行で、第一反射膜５６の面に対して直交する光束を波長可変干渉フィル
ター５に向かって射出する。また、テレセントリック光学系３１は、画角の範囲内の入射
光を、透過光の波長が測定中心波長λ１から許容値λ０以内となる測定有効領域Ｇに入射
させる。
　具体的には、テレセントリック光学系３１は、可動部５２１が最大変位した状態で、可
動部５２１の中心軸Ｏ上のギャップ寸法をｄ１とした際、ギャップ寸法ｄ２がｄ１≦ｄ２

＜ｄ１＋λ０以下となる領域に、画角範囲内の入射光を入射させる。
【００４８】
　このため、波長可変干渉フィルター５は、測定中心波長を中心として許容値λ０範囲内
の波長の光を透過することができ、分解能を向上させることができる。また、このような
透過光を検出部３２で受けることで、画像光の正確な分光特性の測定を実施することがで
き、測定精度を向上させることができる。
【００４９】
[第二実施形態]
　次に本発明の第二実施形態について、図面に基づいて説明する。
　図７は、本発明の第二実施形態に係る光学装置のテレセントリック光学系により導光さ
れた光束の光路を示す図である。
　第二実施形態の光学装置１Ａでは、図７に示すように、第一実施形態の光学装置１にお
けるテレセントリック光学系３１と波長可変干渉フィルター５との間に、第一円偏光板３
４が設けられている。
【００５０】
　この第一円偏光板３４は、テレセントリック光学系３１側に面する直線偏光板３４１と
、波長可変干渉フィルター５側に面する１／４波長板３４２とを組み合わせることで構成
されている。
　このような第一円偏光板３４では、直線偏光板３４１で、テレセントリック光学系３１
から入射した光のうち、例えばＰ偏光波のみを透過し、Ｓ偏光波を吸収する。また、１／
４波長板３４２では、透過されたＰ偏光波を円偏光（右旋光性円偏光波）にして波長可変
干渉フィルター５に向かって射出する。
　一方、波長可変干渉フィルター５では、多重干渉により強め合った光は透過光として検
出部３２側に透過されるが、その他の波長の光は、ほぼテレセントリック光学系３１側に
反射される。
　この時、反射波は、旋回方向が逆転する。例えば、本実施形態では、１／４波長板３４
２により右旋光性円偏光波に変換されているので、反射波は左旋光性円偏光波となる。こ
のような左旋光性円偏光波は、第一円偏光板３４の１／４波長板３４２に入射すると、Ｓ
偏光波に変換され、直線偏光板３４１により吸収され、テレセントリック光学系３１側に
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透過しない。
【００５１】
　（第二実施形態の作用効果）
　上述したような第二実施形態の光学装置１Ａでは、テレセントリック光学系３１と、波
長可変干渉フィルター５との間に、第一円偏光板３４が設けられ、この第一円偏光板３４
は、テレセントリック光学系３１に面する直線偏光板３４１と、波長可変干渉フィルター
５に面する１／４波長板３４２とを組み合わせることで構成されている。
　このため、第一円偏光板３４は、テレセントリック光学系３１から波長可変干渉フィル
ター５に向かって入射光を透過させることができ、波長可変干渉フィルター５で反射され
た光を吸収することができる。これにより、テレセントリック光学系３１に波長可変干渉
フィルター５で反射された光が戻ることがなく、このような反射波がテレセントリック光
学系のレンズ内やレンズ間で反射することで生じるモアレやゴーストなどの発生も防止で
きる。したがって、検出部３２での光量測定精度の低下を抑制することができる。
【００５２】
[第三実施形態]
　次に、本発明に係る第三実施形態の光学装置について、図面に基づいて説明する。
　図８は、第三実施形態の光学装置１Ｂの概略構成を示す図である。
　第三実施形態の光学装置１Ｂでは、図８に示すように、第二実施形態の光学装置１Ａに
おいて、さらに、波長可変干渉フィルター５と検出部３２との間に、第二円偏光板３５が
設けられている。
【００５３】
　この第二円偏光板３５は、波長可変干渉フィルター５側に面する１／４波長板３５１と
、検出部３２側に面する直線偏光板３５２とを組み合わせることで構成されている。ここ
で、直線偏光板３５２は、第一円偏光板３４の直線偏光板３４１と同一偏光方向を有して
おり、Ｐ偏光波を透過させる。
【００５４】
　波長可変干渉フィルター５には、第一円偏光板３４により右旋光性円偏光波が入射され
　波長可変干渉フィルター５には、第一円偏光板３４により右旋光性円偏光波が入射され
る。そして、第二円偏光板３５では、波長可変干渉フィルター５を透過した右旋光性円偏
光波を、１／４波長板３５１で、直線偏光（Ｐ偏光波）に変換する。変換された直線偏光
波は、直線偏光板３５２を透過して検出部３２側に射出される。
　一方、検出部３２で反射された光成分は、第二円偏光板３５を透過し、波長可変干渉フ
ィルター５で反射される。この反射光は第二円偏光板３５の直線偏光板３５２に吸収され
、検出部３２への戻りが防止される。
【００５５】
　（第三実施形態の作用効果）
　上述したような第二実施形態の光学装置１Ｂでは、波長可変干渉フィルター５と、検出
部３２との間に、第二円偏光板３５が設けられ、この第二円偏光板３５は、波長可変干渉
フィルター５に面する１／４波長板３５１と、検出部３２側に面する直線偏光板３５２と
を組み合わせることで構成されている。
　このため、第二円偏光板３５は、波長可変干渉フィルター５から検出部３２に向かって
入射光を透過させることができ、検出部３２で反射された光を吸収することができる。こ
れにより、波長可変干渉フィルター５に検出部３２で反射された光が戻ることがなく、こ
のような反射波が波長可変干渉フィルター５のギャップ内で再び多重干渉されることがな
いので、検出部３２での光量測定精度の低下を抑制することができる。
【００５６】
[第四実施形態]
　次に本発明に係る第四実施形態の光学装置１Ｃについて、図面に基づいて説明する。
　図９は、第四実施形態の光学装置１Ｃの概略構成を示す図である。
　図９に示すように、第四実施形態の光学装置１Ｃは、第三実施形態の光学装置１Ｂを変
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形したものであり、第二円偏光板３５と検出部３２との間に、拡大レンズ系３６が設けら
れている。
　また、光学装置１Ｃでは、波長可変干渉フィルター５がテレセントリック光学系３１の
焦点面に設けられており、検出部３２は、拡大レンズ系３６の焦点面に設けられている。
【００５７】
　このような光学装置１Ｃでは、波長可変干渉フィルター５を透過した光を拡大レンズ系
３６により拡大して検出部３２で検出させる。このような構成では、波長可変干渉フィル
ター５に対して、検出部３２のサイズを大きくすることができ、より多くの検出素子によ
り高解像度の画像を取得することができる。したがって、より正確で詳細な分光分布測定
を実施することができる。
【００５８】
　すなわち、第一、第二、および第三実施形態の光学装置１，１Ａ，１Ｂでは、波長可変
干渉フィルター５における測定有効領域Ｇのサイズと、検出部３２のサイズとを同程度に
する必要がある。このため、検出部３２のサイズを大きくすると、波長可変干渉フィルタ
ー５のサイズも大きくする必要がある。
　ここで、本発明では、分解能の低下が許容値以内となる測定有効領域Ｇを設定するため
、検出部３２のサイズに合わせて、測定有効領域Ｇのサイズを、検出部３２に合わせて拡
大する必要がある。しかしながら、測定有効領域Ｇのサイズを大きくするために、波長可
変干渉フィルター５のサイズを大きくする場合、可動部５２１の撓み量が拡大量に応じて
増大してしまう。このため、例えば、測定有効領域Ｇを１．５倍のサイズにするために、
例えばフィルターサイズを２倍にする必要があるなど、測定有効領域のサイズ拡大量に比
べて波長可変干渉フィルター５のサイズ拡大量を大きくする必要が生じるという問題があ
る。
　また、これに加え、波長可変干渉フィルター５のサイズを大きくした場合、可動部５２
１を変位させるための電力も大きくなり、保持部５２２の応力バランスを均一に保持する
ことも困難となるので、可動部５２１を均一に変位させるための制御も困難となる。
【００５９】
　これに対して、本実施形態では、拡大レンズ系３６により透過光を拡大して検出部３２
で受光させる構成であるため、波長可変干渉フィルター５のサイズを大型化する必要がな
く、検出部３２に対して小さいサイズの波長可変干渉フィルター５を用いることができる
。
【００６０】
　（第四実施形態の作用効果）
　上述したように、第四実施形態の光学装置１Ｃでは、波長可変干渉フィルター５と検出
部３２との間に拡大レンズ系３６が設けられている。このため、波長可変干渉フィルター
５のサイズを大型化することなく、検出部３２のサイズを拡大することができる。したが
って、波長可変干渉フィルター５を大型化することによる、分解能低下や、消費電力の増
大、可動部５２１の制御等の問題がなく、容易に大サイズの検出部３２により高精度な分
光分布測定を実施することができる。
【００６１】
〔他の実施形態〕
　なお、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
【００６２】
　例えば、第一実施形態において、テレセントリック光学系３１内に絞りが設けられる構
成図を図２に示したが、これに限定されない。テレセントリック光学系３１を構成するレ
ンズ群としては、光学装置１で撮像可能な画角範囲内の入射光を、測定有効領域Ｇ内に集
光させ、かつその主光線が互いに平行で、波長可変干渉フィルター５に垂直に入射すれば
、いかなる光学部材により構成されていてもよく、その光学部材の数や種類は限定されな
い。例えば、図１０に示すような構成のテレセントリック光学系が設けられていてもよい
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。
【００６３】
　また、上記実施形態では、ギャップ可変部として、第一電極５４１および第二電極５４
２の間に電圧が印可されることで、保持部５２２を撓ませて可動部５２１を変位させる静
電アクチュエーター５４を例示したがこれに限らない。
　例えば、第一電極５４１の代わりに、第一誘電コイルを配置し、第二電極の代わりに第
二誘電コイルまたは永久磁石を配置した誘電アクチュエーターを用いる構成としてもよい
。例えば第一誘電コイルおよび永久磁石が設けられる構成では、第一誘電コイルに流す電
流を入力値として磁力を発生させ、永久磁石との間で発生する引力または斥力により可動
部５２１を変位させる。
【００６４】
　さらに、静電アクチュエーター５４の代わりに圧電アクチュエーターを用いる構成とし
てもよい。この場合、例えば保持部５２２に下部電極層、圧電膜、および上部電極層を積
層配置させ、下部電極層および上部電極層の間に印加する電圧を入力値として可変させる
ことで、圧電膜を伸縮させて保持部５２２を撓ませる。
【００６５】
　さらには、静電アクチュエーター５４の代わりに空気圧を利用したアクチュエーターを
用いる構成としてもよい。この場合、第一基板５１および第二基板５２の間を密閉空間と
し、密閉空間に空気を導入する空気導入孔を設ける。そして、この空気導入孔に内部の空
気圧を可変させるポンプを設け、空気圧を入力値として可変させることで、内圧の変化に
より可動部５２１を変位させる。
【００６６】
　そして、上記実施形態では、ダイヤフラム状の保持部５２２を例示したが、例えば、梁
構造の保持部を複数設け、これらの梁構造の保持部により可動部５２１を保持する構成と
してもよい。この場合、梁構造の保持部の撓みバランスを均一にするため、中心軸Ｏに対
して点対称となる保持部を設けることが好ましい。
　また、上記実施形態では第一反射膜と第二反射膜との反射膜間ギャップが、第一電極と
第二電極との電極間ギャップに比べて小さい構成の波長可変干渉フィルターの例を示した
が、反射膜間ギャップと電極間ギャップとが同じ寸法の構成であっても良い。さらに、反
射膜間ギャップが電極間ギャップより大きい波長可変干渉フィルターの構成であってもよ
い。
【００６７】
　また、第二実施形態において、第一円偏光板３４を設ける構成、第三実施形態において
、第一円偏光板３４および第二円偏光板３５を設ける構成を例示したが、例えば、第一円
偏光板３４が設けられず、第二円偏光板３５のみが設けられる構成などとしてもよい。ま
た、第四実施形態において、第一円偏光板３４および第二円偏光板３５が設けられる構成
を例示したが、第一円偏光板３４および第二円偏光板３５のうちいずれか一方のみが設け
られる構成や、これらの円偏光板３４，３５が設けられない構成などとしてもよい。
【００６８】
　また、上記第三実施形態では、第二円偏光板３５として、波長可変干渉フィルター５側
に面する１／４波長板３５１と、検出部３２側に面する直線偏光板３５２とを備える構成
としたが、これに限定されない。例えば第二円偏光板３５は、波長可変干渉フィルター５
側に面する直線偏光板と、検出部３２側に面する１／４波長板とを備える構成としてもよ
い。
　この場合、直線偏光板は、波長可変干渉フィルター５を透過した右旋光性円偏光波のう
ち、例えばＰ偏光波を透過させて、Ｓ偏光波を吸収する。そして、直線偏光板を透過した
Ｐ偏光波は１／４波長板により右旋光性円偏光波に変換されて、検出部３２側に射出され
る。また、検出部３２で反射された光成分は、反射により左旋光性円偏光波となっている
ため、１／４波長板によりＳ偏光波に変換され、直線偏光板により吸収される。
【００６９】



(14) JP 2012-103208 A 2012.5.31

　その他、本発明の実施の際の具体的な構造および手順は、本発明の目的を達成できる範
囲で他の構造などに適宜変更できる。
【符号の説明】
【００７０】
　１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ…光学装置、５…波長可変干渉フィルター、３１…テレセントリ
ック光学系、３２…検出部、３４…第一円偏光板、３５…第二円偏光板、３６…拡大レン
ズ系、５１…第一基板、５２…第二基板、５４…本発明のギャップ可変部である静電アク
チュエーター、５６…第一反射膜、５７…第二反射膜、Ｇ…測定有効領域。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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